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告   示 

◎新潟県告示第1007号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 

平成26年６月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

居宅介護 スカイ観光訪問介護サービス 新発田市中曽根町２丁

目13番５号 

スカイ観光株式会社 平成26年

６月１日 

重度訪問介護 スカイ観光訪問介護サービス 新発田市中曽根町２丁

目13番５号 

スカイ観光株式会社 平成26年

６月１日 

 

◎新潟県告示第1008号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

より指定障害福祉サービス事業者から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

平成26年６月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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指定障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

居宅介護 有限会社 村上シルバーかん

きち堂 

村上市山居町１丁目８番

55号 

有限会社村上シルバ

ーかんきち堂 

平成 26年

５月31日 

重度訪問介護 有限会社 村上シルバーかん

きち堂 

村上市山居町１丁目８番

55号 

有限会社村上シルバ

ーかんきち堂 

平成 26年

５月31日 

重度訪問介護 中越介護支援センター株式

会社 

長岡市三ツ郷屋２丁目１

－11 

中越介護支援センタ

ー株式会社 

平成 26年

５月31日 

重度訪問介護 特定非営利活動法人 地域

たすけあいネットワーク 

三条市本町６丁目３番76

号 

特定非営利活動法人

地域たすけあいネッ

トワーク 

平成 26年

５月31日 

居宅介護 有限会社 恵愛センター 糸魚川市上刈６丁目８番

20号 

有限会社恵愛センタ

ー 

平成 26年

５月31日 

重度訪問介護 有限会社 恵愛センター 糸魚川市上刈６丁目８番

20号 

有限会社恵愛センタ

ー 

平成 26年

５月31日 

 

◎新潟県告示第1009号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する予定であ

る。 

平成26年６月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 解除予定保安林の所在場所 

 新潟県十日町市寺田字沢上1857の３、1858の４、1860の１、1861の２、1862の２、1864の２、1867の２、1868

の２ 

２ 保安林として指定された目的 

 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

 

◎新潟県告示第1010号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新発田市の米倉土地改良区の定款の変更を平

成26年６月16日認可した。 

平成26年６月24日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第1011号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づき、次の土地改良事業計画を適当と決定したので、平成26年６月25

日から平成26年７月23日まで関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

平成26年６月24日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

事業主体の所在・

名称 
地区名 事業名 

新規変更

の別 
縦覧の書類 縦覧の場所 根拠条文 

南魚沼市 

大和郷土地改良

区 

浦佐第４ 
農用地改良保全（基

盤整備促進）事業 
新規 

土地改良事業計

画書の写し 

定款の写し 

南魚沼市役

所 
第 48条 

１ この決定について異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、知事に申し出るこ

とができる。 

２ この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（決

定について異議の申出を行った場合は、当該異議の申出に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６箇月以内）に、新潟県を被告（訴訟においては知事が被告の代表者となる｡)として新潟地方裁判所にこ
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の決定についての取消しの訴えを提起することができる。 

 

◎新潟県告示第1012号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、長岡市及び燕市の一部を受益地域とする県営

大河津地区農業用用排水施設整備（かんがい排水「一般型」）事業計画を定めたので、関係書類を次のとおり縦覧

に供する。 

平成26年６月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 縦覧に供する書類の名称 

  県営土地改良事業計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 

  平成 26 年６月 25日から平成 26年７月 23日まで 

３ 縦覧に供する場所 

  長岡市役所、燕市役所 

４ その他 

(1) この土地改良事業計画について不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、知

事に異議申立てをすることができる。 

(2) この土地改良事業計画について不服があったとしても、土地改良事業計画についての取消しの訴えを提起

することはできない。取消しの訴えを提起することができるのは、土地改良事業計画についての異議申立て

に対する決定に対してのみである。 

 

公   告 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成26年６月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  新潟県総合防災情報システム用サーバ機器等 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

    新潟県出納局会計検査課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

 購入等 

４ 契約方式 

 一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成26年６月６日 

６ 落札者の氏名及び住所 

  三菱電機株式会社新潟支店 

  新潟県新潟市中央区東大通２丁目４番10号 

７ 落札価格 

   53,460,000円 

８ 入札公告日 

  平成26年４月25日 

９ 落札方式 

  最低価格 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 
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特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成26年６月24日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

(1) ロータリ除雪車（2.6ｍ級、スイングオーガ装置付）          １台 

(2) 除雪ドーザ（16ｔ級）                        １台 

(3) 除雪ドーザ（16ｔ級、反転エッジ付）                 １台 

(4) 除雪ドーザ（16ｔ級、マルチプラウ、反転エッジ付）                   １台 

(5) 小形除雪車（1.0ｍ級）                       １台 

(6) 凍結防止剤散布車（湿式３ｔ級、４×４）               １台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

    新潟県出納局会計検査課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

 購入等 

４ 契約方式 

 一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成26年６月４日 

６ 落札者の氏名及び住所 

(1) 上記１(1)及び(5)について 

株式会社コバリキ 

新潟県新潟市中央区下大川前通四之町2185番地  

(2) 上記１(2)、(3)、(4)及び(6)について 

   株式会社ＫＣＭＪ新潟営業所 

   新潟県新潟市東区下木戸３丁目１番60号 

７ 落札価格 

(1) 上記１(1)について 

    44,075,440円 

(2) 上記１(2)について 

    20,531,440円 

(3) 上記１(3)について 

21,935,440円 

(4) 上記１(4)について 

22,475,440円 

(5) 上記１(5)について 

7,031,440円 

(6) 上記１(6)について 

18,090,190円 

８ 入札公告日 

  平成26年４月22日 

９ 落札方式 

  最低価格 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、ベッドサイドモニタ及び送信機について、次

のとおり一般競争入札を行う。 
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平成26年６月24日 

新潟県立がんセンター新潟病院長 佐藤 信昭 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  ベッドサイドモニタ ４台 

  送信機 ８台 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 納入期限 

  平成26年10月31日（金） 

(4) 納入場所 

  新潟県立がんセンター新潟病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。 

(4) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 951－8566 

  新潟県新潟市中央区川岸町２丁目15番地３ 

  新潟県立がんセンター新潟病院経営課 

  電話番号 025－266－5111 内線2313 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

  平成26年７月４日（金）午前10時 

  新潟県立がんセンター新潟病院 がん予防総合センター３階研修室Ａ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 
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(7) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(8) その他 

 ① 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 ② 詳細は入札説明書による。 

 

公安委員会告示 

◎新潟県公安委員会告示第61号 

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項に規定する検定を次のとおり実施する。 

平成26年６月24日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小 林   彰 

１ 検定の種別及び級 

  交通誘導警備業務２級 

２ 実施日時 

(1) 学科試験 

   平成26年９月29日（月）午前10時から正午まで 

(2) 実技試験 

   平成26年10月11日（土）午前９時から午後５時まで 

３ 実施場所 

(1) 学科試験 

   新潟県新潟市中央区新光町６番地４ 

   新潟県トラック総合会館 

(2) 実技試験 

   実技試験は次に掲げる場所とする。 

ア 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

    新潟県職員会館 

  イ 新潟県新潟市中央区新光町６番地４ 

    新潟県トラック総合会館 

４ 受検資格 

(1) 新潟県内に住所を有する者 

(2) 新潟県外に住所を有する者で、新潟県内の営業所に所属する警備員 

５ 定員 

  30人 

６ 検定の方法 

  学科試験及び実技試験により判定する。ただし、実技試験の前に学科試験を実施し、学科試験が合格基準に 

 達しなかった者に対しては、実技試験を実施しない。 

７ 検定の内容 

(1) 学科試験 

  ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 車両等の誘導に関すること。 

  エ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急 

   の措置に関すること。 

(2) 実技試験 

 ア 車両等の誘導に関すること。 

 イ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急

の措置に関すること。 
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８ 申請手続 

(1) 事前申込み 

   検定を受けようとする者は、検定申請書を提出する前に次により申し込むこと。 

ア 受付期間 

    平成26年９月３日（水）から平成26年９月４日（木）までの各日の午前９時から午後５時まで（正午か 

   ら午後１時までを除く｡) 

イ 申込方法 

    新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課の受付専用電話 

    電話番号 025－283－8880 

   に申し込むこと。 

ウ 留意事項 

(ｱ) 上記受付専用電話以外での申込みは、受け付けない。 

(ｲ) 定員になり次第、受付を締め切る。 

(ｳ) １件の電話での申込みは、１人とする。 

(2) 検定申請書の提出等 

  (1)により、事前申込みを受理された者は、次により検定申請書を提出すること。 

ア 提出期間 

    平成26年９月17日（水）から平成26年９月18日（木）までの各日の午前９時から午後５時まで（正午か 

   ら午後１時までを除く｡) 

イ 提出先 

    新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

    新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課 

ウ 提出書類 

  検定申請書１通に次に掲げる書面を添付の上、提出すること。 

(ｱ) 写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメートル、横2.4 

 センチメートル、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

(ｲ) 新潟県内に住所を有する者は、住所地を有することを疎明する書面（住民票の写し、運転免許証の写 

 し等） 

(ｳ) 新潟県外に住所を有する者で新潟県内の営業所に所属する警備員は、当該営業所に所属することを疎 

 明する書面（営業所の所属証明書等） 

エ 提出方法 

    申請者本人が持参するものとし、代理人、郵送等による提出は認めない。 

(3) 受検票の交付 

  受検票は、検定申請書受理時に交付する。 

(4) 検定手数料 

  ア 金額 

    14,000円 

  イ 納付方法 

    新潟県収入証紙により、検定申請書提出時に納付すること。 

    なお、納付した検定手数料は、還付しない。 

９ 問合せ先 

  新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課営業係 

  電話番号  025－285－0110（代表） 

 

◎新潟県公安委員会告示第62号 

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項に規定する検定を次のとおり実施する。 

平成26年６月24日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小 林   彰 

１ 検定の種別及び級 

  雑踏警備業務２級 
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２ 実施日時 

(1) 学科試験 

   平成26年９月29日（月）午前10時から正午まで 

(2) 実技試験 

   平成26年10月４日（土）午前９時から午後５時まで 

３ 実施場所 

(1) 学科試験 

   新潟県新潟市中央区新光町６番地４ 

   新潟県トラック総合会館 

(2) 実技試験 

   新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

   新潟県職員会館 

４ 受検資格 

(1) 新潟県内に住所を有する者 

(2) 新潟県外に住所を有する者で、新潟県内の営業所に所属する警備員 

５ 定員 

  30人 

６ 検定の方法 

  学科試験及び実技試験により判定する。ただし、実技試験の前に学科試験を実施し、学科試験が合格基準に 

 達しなかった者に対しては、実技試験を実施しない。 

７ 検定の内容 

(1) 学科試験 

  ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 雑踏の整理に関すること。 

  エ 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 

(2) 実技試験 

 ア 雑踏の整理に関すること。 

 イ 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 

８ 申請手続 

(1) 事前申込み 

   検定を受けようとする者は、検定申請書を提出する前に次により申し込むこと。 

ア 受付期間 

    平成26年９月３日（水）から平成26年９月４日（木）までの各日の午前９時から午後５時まで（正午か 

    ら午後１時までを除く｡) 

イ 申込方法 

    新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課の受付専用電話 

    電話番号 025－283－8880 

   に申し込むこと。 

ウ 留意事項 

(ｱ) 上記受付専用電話以外での申込みは、受け付けない。 

(ｲ) 定員になり次第、受付を締め切る。 

(ｳ) １件の電話での申込みは、１人とする。 

(2) 検定申請書の提出等 

  (1)により、事前申込みを受理された者は、次により検定申請書を提出すること。 

ア 提出期間 

    平成26年９月17日（水）から平成26年９月18日（木）までの各日の午前９時から午後５時まで（正午か 

   ら午後１時までを除く｡) 

イ 提出先 

    新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

    新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課 
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ウ 提出書類 

  検定申請書１通に次に掲げる書面を添付の上、提出すること。 

(ｱ) 写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメートル、横2.4 

 センチメートル、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

(ｲ) 新潟県内に住所を有する者は、住所地を有することを疎明する書面（住民票の写し、運転免許証の写 

 し等） 

(ｳ) 新潟県外に住所を有する者で新潟県内の営業所に所属する警備員は、当該営業所に所属することを疎 

 明する書面（営業所の所属証明書等） 

エ 提出方法 

    申請者本人が持参するものとし、代理人、郵送等による提出は認めない。 

(3) 受検票の交付 

  受検票は、検定申請書受理時に交付する。 

(4) 検定手数料 

  ア 金額 

    13,000円 

  イ 納付方法 

    新潟県収入証紙により、検定申請書提出時に納付すること。 

    なお、納付した検定手数料は、還付しない。 

９ 問合せ先 

  新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課営業係 

  電話番号  025－285－0110（代表） 
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